
　個人情報の取り扱いについてのご説明
　
　　公益財団法人三重県健康管理事業センター（以下、「当センター」という）は「個人情報の保護に関する法律」、「同法律施行令」、厚生労働省が定める「医療・
　介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等、関係法令ならびに指針等を遵守し、各種の検査・健康診断を受診される過程で取得した
　皆様の氏名、生年月日、住所、健康保険番号、会社名や、検査結果等の健康情報を含む個人情報を、以下の目的で利用させていただきます。
　　１．個人情報の利用目的
　　　（１）健康状況把握のための健診・検査の実施
　　　（２）受診者及び委託元（地方自治体、事業者、健康保険組合等）への結果の報告
　　　（３）健診・検査料金の請求
　　　（４）健診・検査の精度管理
　　　（５）保健指導
　　２．個人情報の提供
　　　（１）事業主等の担当者・産業医や保健師との連携を図り、照会があった際にはこれに応じる場合
　　　（２）紹介先の医療機関等の連携を図り照会があった際にはこれに応じる場合
　　　（３）外部の専門医等の意見・助言を求める場合
　　　（４）法令の規程による場合
　　　（５）医学・医療等の向上などを目的とした学術・教育・研究（この場合は、個人情報を完全匿名化したうえで利用いたします。）
　　　（６）委託元（地方自治体、事業者、健康保険組合等）への結果報告は、ご本人が委託元と同意されている範囲内での対応。（特に委託元との同意がなされてい
　　　　　　ない場合は、お申し出がない限り、全ての結果について委託元にご報告いたします。）
　　３．個人情報の開示・訂正
　　　　当センターは、お客様ご本人からご自身の個人情報の開示・訂正を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当センターの「個人情報保護規程」により対
　　　　応いたします。
　　４．個人情報の委託
　　　　当センターでは、検査業務の一部、情報システム管理、機器・システムの保守管理、廃棄物処理業務の一部を外部の事業者に委託しております。
　　　　委託先については、適切な事業者を選定する手順を規定し、契約等にて個人情報保護に関する適切な管理・監督を行っております。

　大腸がん検診について
　　○大腸がん検診を受診できない方
　　　①腹痛や下痢便等、消化器症状のある方。〔病院（診療所）を受診してください〕
　　　②痔出血のある方。〔病院（診療所）を受診してください〕
　　　③生理中の方。
　　　④検診当日、体調不良の方（体温が３７．５度以上、風邪症状が持続している方など）

　　○大腸がん検診の受診前に必ずかかりつけ医にご相談していただきたい方
　　　大腸や胃の病気等で、現在医療機関で、治療中の方、経過観察中の方。

　　○大腸がん検診の受診の際の注意事項
　　　①検診は２日間の便で結果を出します。そのため１日分しか提出がない場合は、正確な
　　　　結果を得ることが難しくなります。必ず２日分ご提出ください。
　　　②使用期限の切れた採便容器の使用は正確な検診ができませんので、今年度配布された
　　　　使用期限内の容器を使用してください。（容器に使用期限が明記されています）
　　　　また他の健診機関で使用している容器では検診ができませんので（当センター配布の
　　　　容器で採取してください）ご了承ください。
　　　③採取した便は提出日まで冷暗所（日の当たらない、風通しのよい涼しい場所）で保管
　　　　してください。
　　　④採便について次の点に注意してください。
　　　　１）２日分の便を採っていただきますが、日を変えて採便してください。
　　　　２）採便していただく日は、提出日の前日と提出日当日の２日間です。便秘がちな方で
　　　　　　前日、当日で便の採取が困難な方は、提出日３日前から当日までの４日間のうちで
　　　　　　２日分採ってください。
　　　　　　（採便から日数がたちすぎると正確な結果が得られなくなるためです）

　　　　３）採便容器と提出用の袋には氏名、採取日を忘れずに記入してください。
　　　　４）受診票が配布されている方は、受診票にバーコードを貼ってください。また記入
　　　　　　漏れがないようお願いします。（問診内容は結果に反映されます）
　　　⑤受診票はご自身で記入をお願いします。
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